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大津市職員の高齢者部分休業に関する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第２号 

大津市職員の高齢者部分休業に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第26条の３の規定に基づき、

職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（高齢者部分休業） 

第２条 高齢者部分休業の承認は、１週間を通じて当該職員の１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を超え 
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ない範囲内で任命権者が定める時間を上限とし、任命権者が定める時間を単位として行うものとする。 

２ 法第26条の３第１項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。 

３ 任命権者は、職員が前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の４月１日以後の日から、当該職

員に係る高齢者部分休業の承認をすることができる。 

（高齢者部分休業に係る給与の減額） 

第３条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、大津市一般職の職員の給与に関する条例

（昭和32年条例第21号）第12条（大津市教育公務員の給与に関する条例（昭和32年条例第22号）第15条にお

いて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、大津市一般職の職員の給与

に関する条例第11条（大津市教育公務員の給与に関する条例第15条において準用する場合を含む。）に規定す

る勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

（退職手当の取扱い） 

第４条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて１週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その

勤務しなかった期間の２分の１に相当する期間を大津市職員退職手当支給条例（昭和37年条例第７号）第７条

第１項から第７項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合における同条第８項及び第11項

の規定の適用については、同条第８項中「前各項」とあるのは「前各項及び大津市職員の高齢者部分休業に関

する条例（令和５年条例第２号）第４条」と、同条第11項中「前各項」とあるのは「前各項及び大津市職員の

高齢者部分休業に関する条例第４条」とする。 

（承認の取消し又は休業時間の短縮） 

第５条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難と

なった場合で当該職員の同意を得たとき、又は高齢者部分休業をしている職員から申出があった場合は、その

承認を取り消し、又は休業時間（高齢者部分休業の承認を受けた１週間当たりの勤務しない時間をいう。次条

において同じ。）を短縮することができる。 

（休業時間の延長） 

第６条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支

障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

２ 大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和元年条例第21号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第３項第１号中「の規定」を「又は第26条の３第１項の規定」に改める。 

（大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

３ 大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和28年条例第53号）の一部を次

のように改正する。 

第13条第２項中「育児部分休業」を「高齢者部分休業（高年齢として公営企業管理者が定める年齢に達した

当該職員が当該年齢に達した日以後の日で公営企業管理者が認める日から当該職員に係る定年退職日（定年に

達した日以後における最初の３月31日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことを

いう。）、育児部分休業」に改める。 

 

 

令和５年度における市長等の給与の特例に関する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第３号 

令和５年度における市長等の給与の特例に関する条例 

市長、副市長、公営企業管理者、教育長及び常勤の監査委員の令和５年４月１日から令和６年３月31日までの

間における給料月額は、大津市長及び副市長の給与に関する条例（昭和31年条例第20号）第３条第１項、大津市

公営企業管理者の給与等に関する条例（昭和41年条例第39号）第３条第１項、大津市教育委員会教育長の給与等

に関する条例（昭和31年条例第22号）第３条第１項及び大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例（昭和36年

条例第17号）第３条の規定にかかわらず、これらの規定による額からその100分の10（常勤の監査委員にあって
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は、100分の3.8）に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料

月額は、これらの規定による額とする。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

大津市事務分掌条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第４号 

大津市事務分掌条例の一部を改正する条例 

第１条 大津市事務分掌条例（昭和48年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号に次のように加える。 

    シ 第79回国民スポーツ大会及び第24回全国障害者スポーツ大会に関すること。 

第２条 大津市事務分掌条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号シを削る。 

附 則 

 この条例中第１条の規定は令和５年４月１日から、第２条の規定は令和８年４月１日から施行する。 

 

 

湖都大津まちづくり寄附条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第５号 

湖都大津まちづくり寄附条例の一部を改正する条例 

湖都大津まちづくり寄附条例（平成20年条例第35号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

湖都大津まちづくり基金条例 

第１条を次のように改める。 

（設置） 

第１条 大津市を応援しようとする個人又は団体から受領した寄附金を個性豊かで活力に満ちたまちづくりに資

する事業の推進に要する経費の財源に充てるため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条第１項の規定

により、湖都大津まちづくり基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 第２条から第４条までを削る。 

 第５条の見出しを「（積立て）」に改め、同条第２項を削り、同条を第２条とする。 

第６条の見出しを「（管理）」に改め、同条を第３条とする。 

第７条の見出しを「（運用益金の処理）」に改め、同条を第４条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

第８条中「第２条」を「第１条」に改め、「事業に要する」を削り、「限り、」の次に「これを」を加え、同

条を第６条とする。 

 第９条中「の施行に関し」を「に定めるもののほか、基金の管理について」に改め、同条を第７条とする。 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の湖都大津まちづくり寄附条例第４条の規定により設置され

た湖都大津まちづくり基金は、この条例による改正後の湖都大津まちづくり基金条例第１条の規定により設置

される湖都大津まちづくり基金となり、同一性をもって存続するものとする。 

 

 

大津市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 
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大津市条例第６号 

大津市職員定数条例の一部を改正する条例 

 大津市職員定数条例（昭和25年条例第11号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「1,417」を「1,457」に改め、同項中「総計 2,430」を「総計 2,470」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

大津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第７号 

大津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

 （大津市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 大津市職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第11条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第12条・第13条） 

第５章 雑則（第14条） 

附則 

第１章 総則 

第１条中「）第28条の２第１項及び第２項並びに第28条の３」を「。以下「法」という。）第22条の４第１

項及び第２項、第22条の５第１項、第28条の２、第28条の５、第28条の６第１項から第３項まで並びに第28

条の７」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

第２章 定年制度 

第３条中「60年」を「65年」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、医師及び歯科医師の定年は、年齢70年とする。 

第４条第１項中「の各号のいずれかに該当する」を「に掲げる事由がある」に、「その職員に」を「同条の

規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事してい

る」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、第９条各項の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項

において同じ。）（同条各項の規定により延長された期間を含む。）を延長した職員であって、定年退職日

において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。）を占めている職員

については、第９条第１項又は第２項の規定により当該異動期間を延長した場合であって、市長の承認を得

たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起

算して３年を超えることができない。 

第４条第１項第１号中「その職員の退職により」を「当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充するこ

とができず」に、「とき」を「こと」に改め、同項第２号中「、その」を「、当該」に、「できないとき」を

「できず公務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第３号中「その」を「当該」に、「とき」を

「こと」に改め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、

「ときは、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、「その」を「当該」に改め、「定年退職日」

の次に「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末

日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第４項中「任命権者は」の次に「、

第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員につい

て」を加え、「第１項の事由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がなくなった」に、「その期限

を繰り上げて退職させることができる」を「当該期限を繰り上げるものとする」に改める。 

本則に次の３章を加える。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第28条の２第１項に規定する条例で定める職は、大津市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32
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年条例第21号）第18条第１項、大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭

和28年条例第53号）第３条の２並びに大津市教育公務員の給与に関する条例（昭和32年条例第22号）第11

条第１項及び第13条第２項の規定により管理職手当を支給する職（医師及び歯科医師が占める職を除く。）

とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第28条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この章において「他の職への降

任等」という。）を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の３、第27条第１項及び第56条に定め

るもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

⑴ 当該職員の人事評価の結果、勤務の状況、職務経験等に基づき、降任又は転任（降給を伴う転任に限

る。）（以下この条及び第10条において「降任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の

標準的な職に係る法第15条の２第１項第５号の標準職務遂行能力（次条第３項において「標準職務遂行能

力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をす

ること。 

⑵ 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に

属する職に、降任等をすること。 

⑶ 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より

上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下この号において「上位職職員」という。）の

他の職への降任等もする場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむ

を得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段

階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると

認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年

齢に達した日の翌日から同日以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の

末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動

期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続

き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。 

⑴ 当該職員の職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任

等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

⑵ 当該職員の職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等に

より生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

⑶ 当該職員の職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該

職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）が延

長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の

承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年

退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第４項

において同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異

動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えること

ができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべ

き特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充

することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。

以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管

理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を

有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当

該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生

ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占め

る管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引

き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管

理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。 
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４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）

が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定によ

り延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。）、又は前項若しくはこの項の規定に

より異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める

職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動

期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができ

る。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第10条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長

する場合及び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得

なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第11条 任命権者は、第９条各項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延

長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職

への降任等をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定

めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年

齢60年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間

勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該

短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。

以下この条及び次条において同じ。）に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採

用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要す

る職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）

を経過した者であるときは、この限りでない。 

第13条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、本市が組織する地方公共団体の組合の年齢60年以上退職者

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができ

る。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

第５章 雑則 

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附則第１項中「第６条」を「第５条」に改める。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（定年に関する経過措置）」を付し、同項中「。以

下「改正法」という。」を削り、「その」を「当該」に改める。 

附則第３項の見出しを削る。 

附則中第６項を第９項とし、第５項を第８項とし、第４項を第７項とし、第３項の次に次の３項を加える。 

４ 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における第３条第１項の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 61年 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 62年 

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 63年 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 64年 

５ 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における第３条第２項の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「70年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 66年 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 67年 
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令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 68年 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 69年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

６ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、

非常勤職員並びに医師及び歯科医師を除く。以下この項において同じ。）が年齢60年に達する日の属する年

度の前年度（以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の

提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を

行うべき年度の末日後に採用された職員にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日

までの期間）において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に

関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思

を確認するよう努めるものとする。 

（大津市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 大津市職員の分限に関する条例（昭和26年条例第32号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の見出し及び２項を加える。 

 （降給に関する経過措置） 

６ 当分の間、次に掲げる措置については、法第27条第２項に規定する降給とみなす。 

⑴ 大津市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年条例第21号）附則第22項に規定する措置 

⑵ 大津市教育公務員の給与に関する条例（昭和32年条例第22号）附則第20項に規定する措置 

⑶ 前２号の措置に相当する措置であって任命権者が定めるもの 

７ 第７条第２項の規定は、前項各号に掲げる措置による降給の場合には、適用しない。この場合において、

当該措置を受ける職員には、当該措置により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。 

 （大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和26年条例第33号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「期間、」の次に「その発令の日に受ける」を加え、「額）」を「額。以下この項において

同じ。）」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の１に相当する額を超えるときは、当該

額を給与から減ずるものとする。 

 （大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和28年条例第53号）の一部

を次のように改正する。 

  第１条の２中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

  第２条第４項中「第28条の４第１項、第28条の５第１項若しくは第28条の６第１項若しくは第２項」を「第

22条の４第１項若しくは第22条の５第１項」に、「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改

める。 

  第15条の２第３項中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

 （大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 大津市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年条例第21号）の一部を次のように改正する。 

第４条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（初任給、昇格等の基準）」を付し、同条第４項を次の

ように改める。 

４ 法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）のうち、

同条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給

料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げ

る基準給料月額のうち、第１項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

  第４条に次の１項を加える。 

 ５ 短時間勤務職員のうち、大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和元年条例第

21号）第４条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、前条及び第１項から第３項までの規

定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第２条第５項の規定により定められた当該

職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数
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があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

  第４条の２を削る。 

第５条第１項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項中「同項前段」を「前項前段」に改め、同条

第３項中「その者」を「当該職員」に改める。 

 第９条の２第２項並びに第10条第２項第１号及び第３号中「その者」を「当該職員」に改める。 

第14条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第４項中「（前項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）」を削り、同項第１号及び同条第５項第１号中「場合は」を「場合には」に改める。 

  第20条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

 第21条第１項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項第１号及び第２号中「再任用職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第23条の３第１項中「再任用職員」を「短時間勤務職員」に改め、同条中第２項を第３項とし、第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 第４条第２項及び第３項並びに第５条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 第24条第１項中「第28条の４第１項、第28条の５第１項若しくは第28条の６第１項若しくは第２項」を「第

22条の４第１項又は第22条の５第１項」に改める。 

附則中第23項を第30項とし、第22項を第29項とし、第21項の次に次の見出し及び７項を加える。 

  （60歳に達した職員の給与に関する特例） 

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の４月１日（附則第24項におい

て「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第４条第１項の規定により

当該職員の属する職務の級並びに同条第２項及び第３項並びに第５条第２項及び第３項の規定により当該職

員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。）とする。  

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。  

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員 

⑵ 医師及び歯科医師である職員 

⑶ 大津市職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第２号）第９条第１項又は第２項の規定により異動期

間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

⑷ 大津市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例第２

条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

24 法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた

日（以下この項及び附則第26項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受

ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定

日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（当

該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを

100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職

員（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける

給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第４条第１項の規

定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用

については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第４条第１項の規定により当該職員

の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。  

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附

則第24項に規定する職員を除く。）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があ

ると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前２

項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。  

27 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の規定の適用を受ける職員であ

って、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分

の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算出した額を

給料として支給する。  

28 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定によ

る給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任
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用職員の項を次のように改める。 

定 年 前 

再任用短

時間勤務 

職 員 

  

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 

187,700 

円 

215,200 

円 

255,200 

円 

274,600 

円 

289,700 

円 

315,100 

円 

356,800 

円 

389,900 

円 

441,000 

別表第２アの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年 前 再 任 用 

短 時 間 勤務 職 員 
  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 

296,200 

円 

338,600 

円 

393,000 

円 

466,000 

別表第２イの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年 前 再 任 

用 短 時 間 

勤 務 職 員 

  

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

円 

188,700 

円 

215,300 

円 

243,500 

円 

256,900 

円 

282,100 

円 

322,800 

円 

365,000 

別表第２ウの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年 前 再 任 用 

短時間勤務職員 
  

基準給料

月   額 

基準給料

月   額 

基準給料

月   額 

基準給料

月   額 

基準給料

月   額 

基準給料

月   額 

基準給料

月   額 

円 

235,100 

円 

255,400 

円 

262,600 

円 

272,800 

円 

289,100 

円 

326,200 

円 

370,600 

 （大津市教育公務員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 大津市教育公務員の給与に関する条例（昭和32年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第５条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（初任給、昇格等の基準）」を付し、同条第４項を次の

ように改める。 

４ 法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）のうち、

同条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給

料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げ

る基準給料月額のうち、第１項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

  第５条に次の１項を加える。 

５ 短時間勤務職員のうち、大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和元年条例第

21号）第４条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、前条及び第１項から第３項までの規

定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第２条第５項の規定により定められた当該

職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

  第５条の２を削る。 

第６条第１項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第２項中「同項前段」を「前項前段」に改め、同条

第３項中「その者」を「当該職員」に改める。 

  第12条第２項中「その者」を「当該職員」に改める。 

第13条の２を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

第５条第２項及び第３項並びに第６条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

附則に次の見出し及び７項を加える。 

  （60歳に達した職員の給与に関する特例） 

20 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の４月１日（附則第22項におい

て「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第５条第１項の規定により
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当該職員の属する職務の級並びに同条第２項及び第３項並びに第６条第２項及び第３項の規定により当該職

員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。）とする。  

21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。  

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員 

⑵ 大津市職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第２号）第９条第１項又は第２項の規定により異動期

間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

⑶ 大津市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例第２

条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

22 法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた

日（以下この項及び附則第24項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受

ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定

日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（当

該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを

100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職

員（教育委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職

員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

23 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第５条第１項の規

定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用

については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第５条第１項の規定により当該職員

の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。  

24 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第20項の規定の適用を受ける職員に限り、附

則第22項に規定する職員を除く。）であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があ

ると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところに

より、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。  

25 附則第22項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第20項の規定の適用を受ける職員であ

って、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分

の間、当該職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算

出した額を給料として支給する。  

26 附則第20項から前項までに定めるもののほか、附則第20項の規定による給料月額、附則第22項の規定によ

る給料その他附則第20項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

別表第１アの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

表再任用職員の項を次のように改める。 

定 年 前 再 任 用 

短 時 間 勤 務 職 員 
  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 

225,200 

円 

271,100 

円 

324,400 

別表第１イの表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

表再任用職員の項を次のように改める。 

定年前再任用短時

間 勤 務 職 員 
  

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

基準給料 

月  額 

円 

225,200 

円 

271,100 

円 

324,400 

円 

405,200 

 （大津市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第７条 大津市職員等の旅費に関する条例（昭和32年条例第31号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

 （大津市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第８条 大津市職員退職手当支給条例（昭和37年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用された者を除く。」を削り、同条第２項中「地方公務員法」の次

に「（昭和25年法律第261号）」を加える。 
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  第５条第２項中「（前項」を「（同項」に改める。 

第５条の３中「15年」を「20年」に改める。 

第７条第６項中「在職期間には、」の次に「職員以外の地方公務員等（」を加え、「（以下「職員以外の地

方公務員等」と総称する」を「をいう。以下同じ。）（規則で定める者を除く。以下この項において同じ」に

改める。 

第８条の３第１項第１号中「15年」を「20年」に改める。 

第９条第４項中「職員が、」を「職員が」に、「」とする」を「」とし、当該退職の日後に事業（その実施

期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。）を開始した職員その他これに準ずるものとして規則

で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間（当該実施

期間の日数が４年から第１項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合におけ

る当該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第11項第５

号中「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める。  

第12条第１項第１号及び第５項第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

第13条の見出し中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同条第１項第１号中「にあっては」を「には」に、「禁錮
こ

」

を「禁錮」に改め、同項第２号及び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第14条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同項第２号及

び第３号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第16条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に、「にあっては」を「には」に改め、

同条第２項及び第３項中「にあっては」を「には」に改め、同条第４項中「禁錮
こ

」を「禁錮」に、「にあって

は」を「には」に改め、同条第５項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあっては」

を「には」に改める。 

附則第３項中「「条例第９号」を「「昭和49年改正条例」に改め、「まで」の次に「及び附則第８項から第

16項まで」を加える。 

附則第４項中「条例第９号」を「昭和49年改正条例」に改め、「第５条の２」の次に「及び附則第11項から

第14項まで」を加える。 

附則第５項中「条例第９号」を「昭和49年改正条例」に改め、「第５条」の次に「又は附則第９項」を加え

る。 

附則第７項中「令和４年３月31日」を「令和７年３月31日」に改める。 

附則に次の９項を加える。 

８ 当分の間、第４条第１項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後そ

の者の非違によることなく退職した者（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に

該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用

については、同条第１項中「次条」とあるのは、「次条（附則第８項において同条第１項の規定を準用する

場合を含む。）」とする。 

９ 当分の間、第５条第１項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非

違によることなく退職した者（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する

者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用について

は、同条第１項中「第５条」とあるのは、「第５条（附則第９項において同条第１項の規定を準用する場合

を含む。）」とする。 

10 前２項の規定は、医師又は歯科医師である職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適

用しない。 

11 大津市一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定による職員の給料月額の改定（次項及び附則第

14項において「給料月額７割措置」という。）は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

12 当分の間、給料月額７割措置の適用を受ける者のうち、７割措置減額日（給料月額７割措置により給料月

額が減額された日をいう。以下この項において同じ。）前に、給料月額の減額改定以外の理由による給料月

額の減額をされたことがあるものが、当該減額をされた日（以下この項において「特別特定減額日」とい

う。）の前日におけるその者の給料月額のうち最も多いもの（当該最も多い給料月額が７割措置減額日の前

日におけるその者の給料月額（職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給

されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。

以下「７割措置前給料月額」という。）を超えるものに限る。）（以下この項及び次項において「特別特定

減額前給料月額」という。）が退職日給料月額よりも多く、かつ、給料月額７割措置によりその者の給料月

額の減額改定がなされた場合において７割措置前給料月額が退職日給料月額より多いときは、その者に対す

る退職手当の基本額は、第５条の２の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 
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⑴ その者が特別特定減額前給料月額（当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が２以上ある場

合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項及び次項において同じ。）に係る

減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続

期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第３条から第５条までの規定により計算した場合の退職

手当の基本額に相当する額 

⑵ ７割措置前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額 

ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、そ

の者の同日までの勤続期間及び７割措置前給料月額を基礎として、第３条から第５条までの規定により

計算した場合における当該退職手当の基本額の７割措置前給料月額に対する割合 

イ 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合 

⑶ 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額 

ア その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定により計算した額であるものとした

場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合 

イ 前号アに掲げる割合 

13 前項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第２号イに掲げる割合の区分に応じ

当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の

基本額とする。 

⑴ 60以上 特別特定減額前給料月額に60を乗じて得た額 

⑵ 60未満 次のア又はイに掲げる前項第２号アに掲げる割合の区分に応じ、当該ア又はイに定める額 

ア 60以上 特別特定減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて得た額及び７割措置前給料月

額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額 

イ 60未満 特別特定減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて得た額、７割措置前給料月額

に同号アに掲げる割合から同号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60

から同号アに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額 

14 当分の間、前２項の規定の適用を受ける者以外の給料月額７割措置の適用を受ける者のうち、任用の事情

を考慮して前２項の規定の適用を受ける者との権衡上必要があると認められる者に対する退職手当の基本額

は、第５条の２の規定にかかわらず、前２項の規定に準じて計算した額とする。 

15 当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６号及び第７号に掲げる者に対する第５条

の３、第６条の３及び第８条の３の規定の適用については、第５条の３中「定年に達したことにより退職す

ることとなる日から１年前」とあるのは「60歳（医師及び歯科医師である職員にあっては、65歳）に達する

日の属する年度の前年度の３月31日」と、「退職の日において定められているその者に係る定年から20年を

減じた年齢」とあるのは「45歳（医師及び歯科医師である職員にあっては、50歳）」と、同条の表第４条第

１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の

３の表第６条の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２第２号の項中「退職の日において定められている

その者に係る定年」とあるのは「60歳（医師及び歯科医師である職員にあっては、65歳）」と、第８条の３

第１項第１号中「定年から20年を減じた年齢」とあるのは「45歳（医師及び歯科医師である職員にあっては、

50歳）」とする。 

16 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であって、第５条の３の規定の適用を受けるものに

対する附則第12項及び第13項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

附則第12項第１号 及び特別特定減額前給料月額 並びに特別特定減額前給料月額及び特

別特定減額前給料月額に退職の日にお

いて定められているその者に係る定年

と退職の日におけるその者の年齢との

差に相当する年数１年につき100分の３

を超えない範囲内で規則で定める割合

を乗じて得た額の合計額 

附則第12項第２号 ７割措置前給料月額に、 ７割措置前給料月額及び７割措置前給

料月額に退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日にお

けるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき100分の３を超えない範囲 
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  内で規則で定める割合を乗じて得た額

の合計額に、 

附則第12項第２号ア 及び７割措置前給料月額 並びに７割措置前給料月額及び７割措

置前給料月額に退職の日において定め

られているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当

する年数１年につき100分の３を超えな

い範囲内で規則で定める割合を乗じて

得た額の合計額 

附則第12項第２号イ 前号に掲げる額 その者が特別特定減額前給料月額に係

る減額日の前日に現に退職した理由と

同一の理由により退職したものとし、

かつ、その者の同日までの勤続期間及

び特別特定減額前給料月額を基礎とし

て、第３条から第５条までの規定によ

り計算した場合の退職手当の基本額に

相当する額 

附則第12項第３号 退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給料月額に

退職の日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数１年に

つき100分の３を超えない範囲内で規則

で定める割合を乗じて得た額の合計額

に、 

附則第12項第３号イ 前号ア 附則第16項の規定により読み替えて適

用する前号ア 

附則第13項 前項の 附則第16項の規定により読み替えて適

用する前項の 

同項第２号イ 附則第16項の規定により読み替えて適

用する前項第２号イ 

 同項の 

 

附則第16項の規定により読み替えて適

用する前項の 

附則第13項第１号 特別特定減額前給料月額 特別特定減額前給料月額及び特別特定

減額前給料月額に退職の日において定

められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数１年につき100分の３を超え

ない範囲内で規則で定める割合を乗じ

て得た額の合計額 

附則第13項第２号 前項第２号ア 附則第16項の規定により読み替えて適

用する前項第２号ア 

附則第13項第２号ア 特別特定減額前給料月額に前項

第２号イ 

特別特定減額前給料月額及び特別特定

減額前給料月額に退職の日において定

められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数１年につき100分の３を超え

ない範囲内で規則で定める割合を乗じ

て得た額の合計額に附則第16項の規定

により読み替えて適用する前項第２号

イ 
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 及び７割措置前給料月額 並びに７割措置前給料月額及び７割措

置前給料月額に退職の日において定め

られているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当

する年数１年につき100分の３を超えな

い範囲内で規則で定める割合を乗じて

得た額の合計額 

附則第13項第２号イ 特別特定減額前給料月額に前項

第２号イ 

特別特定減額前給料月額及び特別特定

減額前給料月額に退職の日において定

められているその者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数１年につき100分の３を超え

ない範囲内で規則で定める割合を乗じ

て得た額の合計額に附則第16項の規定

により読み替えて適用する前項第２号

イ 

 ７割措置前給料月額 ７割措置前給料月額及び７割措置前給

料月額に退職の日において定められて

いるその者に係る定年と退職の日にお

けるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき100分の３を超えない範囲

内で規則で定める割合を乗じて得た額

の合計額 

 同号ア 附則第16項の規定により読み替えて適

用する同号ア 

同号イ 附則第16項の規定により読み替えて適

用する同号イ 

及び退職日給料月額 並びに退職日給料月額及び退職日給料

月額に退職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当する年数

１年につき100分の３を超えない範囲内

で規則で定める割合を乗じて得た額の

合計額 

（大津市立学校の教員の給与等に関する特別措置条例の一部改正） 

第９条 大津市立学校の教員の給与等に関する特別措置条例（昭和49年条例第65号）の一部を次のように改正す

る。 

「付 則」を「附 則」に改め、附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附

則に次の１項を加える。 

 （経過措置） 

２ 教育公務員給与条例附則第22項、第24項及び第25項の規定による給料を支給される教員に対する第３条第１

項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と教育公務員給与条例附則第22項、

第24項及び第25項の規定による給料の額との合計額」とする。 

 （大津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第10条 大津市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 大津市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期

間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第２条の３第２号中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に、「再任用短時間勤務職員等」を「短
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時間勤務職員」に改める。 

  第10条中「次」を「第２条第１号から第３号まで」に改め、同条各号を削る。 

 第15条第２号中「同項に規定する」を削る。 

  第17条第１項の表第４条第４項の項及び第14条第４項の項を削り、同表第14条第５項第１号の項中「育児休

業条例」を「大津市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１号）」に改め、第17条第２項中「次の

表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条例

第５条第２項及び第３項並びに第６条第２項及び第３項中「決定する」とあるのは、「決定するものとし、そ

の者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額）とする」」に改め、同項の表を削る。 

 第20条第１項の表第14条第１項の項中「同項に規定する」及び「（以下「育児休業法第18条第１項の短時間

勤務職員」という。）」を削り、同表第14条第４項の項を削り、同表第14条第５項第１号の項中「育児休業条

例」を「大津市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１号）」に改め、同表第23条の３第１項の項

を削る。 

第21条第２号及び第22条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「短時間勤務職員」に改める。  

 （大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第11条 大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改め、同条第５項中「第１項」の次に「及

び第３項」を加える。 

 （大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第12条 大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年条例第53号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第２項第１号中「第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項」を

「第22条の４第１項又は第22条の５第１項」に改め、「された職員」の次に「（次号において「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）」を加え、同項第２号中「地方公務員法第28条の５第１項又は第28条の６第２項

の規定により採用された職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第４号中「引き続いて」を

「引き続き」に改め、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 定年条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長され

た管理監督職を占める職員 

 （大津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第13条 大津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

  第３条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

 （大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第14条 大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第19号）の一部を次のように

改正する。 

  第５条第４項中「その者」を「当該フルタイム会計年度任用職員」に改める。  

第８条第３項中「その者」を「当該パートタイム会計年度任用職員」に改め、同条第４項中「業務」の次に

「その他市長が別に定める業務」を加える。 

第９条第４項中「その者」を「当該パートタイム会計年度任用職員」に改める。 

 （大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第15条 大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和元年条例第21号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第４条第１項中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 

  第８条第２項中「第２条第３項」を「第２条第５項」に改める。 

  第11条第１項中「第３条、第４条、第５条」を「第３条から第５条まで」に、「、第５条、第６条」を「か

ら第６条まで」に改める。 

  附則第２項中「令和７年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。 

 （大津市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第16条 大津市職員の再任用に関する条例（平成12年条例第73号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第８条中大津市職員退職手当支給条例第９条第



16 令和５年３月24日                 大   津   市   公   報                 号外（第 10 号） 

４項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第７項の改正規定並びに附則第11条及び第15条第２項の規定は、

公布の日から施行する。 

（大津市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第１条の規定による改正前の大津市

職員の定年等に関する条例（以下「旧定年条例」という。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務するこ

ととされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限を

いう。以下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧定年条例勤務延長

職員」という。）について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合

において、第１条の規定による改正後の大津市職員の定年等に関する条例（以下「新定年条例」という。）第

４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１

年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係

る旧定年条例第２条に規定する定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月１日及び令和13年４月

１日をいう。以下この項において同じ。）から基準日の翌年の３月31日までの間、基準日における新定年条例

第３条第１項及び第２項に規定する定年（以下「新条例定年」という。）が基準日の前日における新条例定年

（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第３条に規定する定年（以下「旧条例定

年」という。））を超える職（基準日における新条例定年が新定年条例第３条第１項に規定する定年である職

に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌

年の３月31日までの間に新定年条例第４条第１項若しくは第２項、地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第63号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務している職

員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、施

行日の前日における旧条例定年）に達している職員（当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員）を

昇任し、降任し、又は転任することができない。 

３ 新定年条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務について準用する。 

（大津市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の３月31日（以下この条から

附則第６条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用し

ようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の

変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合におけ

る旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前の勤務実績そ

の他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職

に採用することができる。 

⑴ 施行日前に旧定年条例第２条の規定により退職した者 

⑵ 旧定年条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又は前条第１項の規定により

勤務した後退職した者 

⑶ 25年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であって、当該退職の日の翌日か

ら起算して５年を経過する日までの間にある者 

⑷ 25年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であって、当該退職の日の翌日か

ら起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務

員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（この項若しくは次項、次条第１項若しくは第２項、

附則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。

次項第６号において同じ。）をされたことがある者 

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者

であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実

績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要す

る職に採用することができる。 

⑴ 施行日以後に新定年条例第２条の規定により退職した者 

⑵ 施行日以後に新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した者 

⑶ 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和３年改正法による改正後の地方公

務員法（以下「新地方公務員法」という。）第22条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職し

た者 

⑷ 施行日以後に新定年条例第13条第１項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の５第
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３項において準用する新地方公務員法第22条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

⑸ 25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であって、当該退職の日の翌

日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

⑹ 25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であって、当該退職の日の翌

日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内で更新することができる。

ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定

年齢到達年度の末日以前でなければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則第５条第１項若しくは第２項又

は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）

の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定

再任用職員の能力評価及び業績評価の総合評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うこ

とができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なけれ

ばならない。 

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新定年条例第13条第１項に規定する組合（以下「組合」と

いう。）における前条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当

該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規

則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用す

ることができる。 

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者

のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職

に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を

超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、附則第３条第１項各号に掲げる者

のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新

定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条から附則第10条までにおいて同じ。）に係る旧

条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と

同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及

び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設

置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同

種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項にお

いて同じ。）に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、附則第３

条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようと

する短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその

職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第２項及

び附則第10条において同じ。）に達している者（新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用す

ることができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の５第３項において準用する新地方

公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、組合における附則第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定

年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年

相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない

範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の５第３項

において準用する新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、組合における附則第３条第２項各号

に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤

務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者（新定年条例第13条第１項の規定により当該短時間勤務の職

に採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１
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年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

⑴ 施行日以後に新たに設置された職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されてい

たものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の４第４項の条例

で定める職及び年齢） 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年改正法附則第８条

第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職

とする。 

⑴ 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年改正法附則第８条第４

項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する

職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職で

その職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項に規定

する職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員） 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日（附則第

３条から第６条までの規定が適用される間における各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条に

おいて同じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日

における新条例定年を超える職とする。 

⑴ 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

⑵ 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていた

ものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が基準日の前日に設置されて

いたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

（大津市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第10条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月１日及び令和13年４月１日

をいう。以下この条において同じ。）から基準日の翌年の３月31日までの間、基準日における新条例定年相当

年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年

齢が新定年条例第３条第１項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後

に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相

当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退

職者（基準日前から新定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を

含む。）のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新

条例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者）を、新定

年条例第12条又は第13条第１項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤

務職に、これらの規定により採用された職員（以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年

相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定

める定年前再任用短時間勤務職員）を昇任し、降任し、又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第11条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。 

（大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第12条 暫定再任用職員（令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第

６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）

は、第４条の規定による改正後の大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第２

条第４項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、同条例の規定を適用する。 
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（大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第13条 第５条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」という。附

則第22項から第28項までの規定は、令和３年改正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職

員には適用しない。 

２ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員（新地方公務員法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職

を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。）を除く。以下この項及び次項において同じ。）の給料月額は、

当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第３条第１

項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第４条第１

項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第１項に規定する育児短時間勤務を

している暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大津市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第６号）第２条第２項の規定により定められた当該暫定

再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする」とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員で

あるものとした場合に適用される新給与条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の

項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第４条第１項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属す

る職務の級に応じた額に、第11条の規定による改正後の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（以下

「新勤務時間条例」という。）第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第３項の規定を適用する。 

６ 新給与条例第21条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同条第２項の規定の適用について

は、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用

職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条

第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用され

た職員をいう。次号において同じ。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年

前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

７ 新給与条例第４条第２項及び第３項並びに第５条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

８ 新給与条例第９条、第９条の２及び第９条の４の規定は、暫定再任用短時間勤務職員以外の暫定再任用職員

には適用しない。 

９ 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与について必要な事項は、規則で定める。 

（大津市教育公務員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第14条 第６条の規定による改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例（以下「新教育公務員給与条例」と

いう。）附則第20項から第26項までの規定は、令和３年改正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務

している職員には適用しない。 

２ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。）の給料月額は、

当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新教育公務員給与条例

第４条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新教育公務

員給与条例第５条第１項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に

対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大津市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成７年条例第６号）第２条第２項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする」とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員で

あるものとした場合に適用される新教育公務員給与条例第４条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新教育公務員給与条例第５条第１項の規定により当該暫定再任用

短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該暫

定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

５ 新教育公務員給与条例第５条第２項及び第３項並びに第６条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

６ 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与について必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
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（大津市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

第15条 暫定再任用職員に対する第８条の規定による改正後の大津市職員退職手当支給条例（以下「新退職手当

条例」という。）第２条第１項の規定の適用については、同項中「以下」とあるのは、「地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第

６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員を除く。以下」とす

る。 

２ 新退職手当条例第９条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準

ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。 

（大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第16条 暫定再任用職員（令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の

規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）は、第12条の規定に

よる改正後の大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項第１号に規定する定年前再任用

短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部改正） 

第17条 大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和49年条例第９号）の一部を次のように改正す

る。 

付則第３項中「大津市職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第２号）付則第４項の規定による改正後の」

及び「（以下「新条例」という。）」を削り、「第５条まで」の次に「又は附則第８項若しくは第９項」を加

え、「、新条例」を「、同条例」に改め、「第５条の３まで」の次に「及び附則第８項から第16項まで」を加

える。 

付則第４項中「に新条例」を「に大津市職員退職手当支給条例」に改め、「新条例第５条の２」を「同条例

第５条の２及び附則第11項から第14項まで」に改める。 

付則第５項中「新条例第５条」を「大津市職員退職手当支給条例第５条又は附則第９項」に改める。 

付則第６項中「は、新条例」を「は、大津市職員退職手当支給条例」に、「間、新条例」を「間、同条例」

に改める。 

第18条 大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成18年条例第21号）の一部を次のように改正す

る。 

  附則第２条第１項中「、新条例」を「、大津市職員退職手当支給条例」に改める。 

 

 

大津市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第８号 

大津市手数料条例の一部を改正する条例 

大津市手数料条例（平成12年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第４号ア中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同号

イ中「個人番号カード」の次に「又はこれと同等の機能を有する機器等であって規則で定めるもの」を加える。 

別表第19項中第59号を第63号とし、第49号から第58号までを４号ずつ繰り下げ、同項第48号中「建築許可申

請」を「新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可申請」に、「を除く」を「以外の建築物の新築又は一敷地

内許可建築物の増築等に係る建築物に限る」に改め、同号を同項第52号とし、同項第47号中「の建築物」の次に

「の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物」を加え、「を除く」を「以外の建築物の新築又は一敷

地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る」に改め、同号を同項第51号とし、同項第46号中「建築認定申請」

を「新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請」に、「を除く」を「以外の建築物の新築又は一敷地内認

定建築物の増築等に係る建築物に限る」に改め、同号を同項第50号とし、同項第45号中「既存建築物を除く」を

「建築等をするものに限る」に改め、同号を同項第49号とし、同項第44号を同項第48号とし、同項第43号中「既

存建築物を除く」を「建築等をするものに限る」に改め、同号を同項第47号とし、同項中第28号から第42号まで

を４号ずつ繰り下げ、第27号を第30号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(31)   建築基準法第58条第２項の規定に基づく高度地区における建築物の高さに関する特例許可申請に対する審

査 １件につき 160,000円 

別表第19項第26号を同項第29号とし、同項第25号中「第55条第３項各号」を「第55条第４項各号」に改め、

同号を同項第28号とし、同項中第24号を第26号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(27)   建築基準法第55条第３項の規定に基づく建築物の高さに関する特例許可申請に対する審査 １件につき 
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160,000円 

別表第19項中第23号を第25号とし、第22号を第24号とし、第21号を第22号とし、同号の次に次の１号を加え

る。 

(23)   建築基準法第53条第５項第４号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例許可申請に対する審査 １件

につき 33,000円 

別表第19項第20号の次に次の１号を加える。 

(21)   建築基準法第52条第６項第３号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例認定申請に対する審査 １件

につき 27,000円 

別表第25項第１号中「宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号」を「宅地造成等規制法の一部を改正する法

律（令和４年法律第55号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の

宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号。次号において「旧宅地造成等規制法」という。」に改め、同項第２

号中「宅地造成等規制法」を「旧宅地造成等規制法」に改める。 

別表第60項第１号ア(イ)中「次項において「」を「以下この項及び次項において「」に改め、同号イ(ア)及び(イ)

を次のように改める。 

(ア) 誘導性能基準（基準省令第10条第２号イ⑴及びロ⑴に規定する基準、同号イ⑴及びロ⑵に規定する基

準並びに同号イ⑵及びロ⑴に規定する基準をいう。次項において同じ。）に適合するものとして認定を

受けようとするとき 

ａ 一戸建て住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

200平方メートル未満のもの 45,000円（住宅の品質確保の促進等に関する法律第

５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（次項

において「登録住宅性能評価機関」という。）が、

認定の申請に係る建築物について、都市の低炭素化

の促進に関する法律第54条第１項に規定する基準に

適合すると評価した書面（以下このイにおいて「評

価書面」という。）の添付がなされたものにあって

は、8,000円） 

200平方メートル以上のもの 48,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、8,000円） 

ｂ 共同住宅又は長屋住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

300平方メートル未満のもの 77,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、13,000円） 

300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 

121,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、23,000円） 

2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 

197,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、46,000円） 

5,000平方メートル以上10,000平方メート

ル未満のもの 

278,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、80,000円） 

10,000平方メートル以上25,000平方メー 

トル未満のもの 

534,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、126,000円） 

25,000平方メートル以上50,000平方メー 

トル未満のもの 

936,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、188,000円） 

50,000平方メートル以上のもの 1,709,000円（評価書面の添付がなされたものにあ

っては、283,000円） 

(イ) 誘導仕様基準（基準省令第10条第２号イ⑵及びロ⑵に規定する基準をいう。次項において同じ。）に

適合するものとして認定を受けようとするとき 

ａ 一戸建て住宅 
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床面積の合計 金額（１棟につき） 

200平方メートル未満のもの 24,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、8,000円） 

200平方メートル以上のもの 25,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、8,000円） 

ｂ 共同住宅又は長屋住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

300平方メートル未満のもの 38,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、13,000円） 

300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 

61,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、23,000円） 

2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 

104,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、46,000円） 

5,000平方メートル以上10,000平方メート

ル未満のもの 

154,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、80,000円） 

10,000平方メートル以上25,000平方メー 

トル未満のもの 

277,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、126,000円） 

25,000平方メートル以上50,000平方メー 

トル未満のもの 

464,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、188,000円） 

50,000平方メートル以上のもの 808,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、283,000円） 

別表第61項第２号イ(ア)及び(イ)を次のように改める。  

(ア) 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき 

ａ 一戸建て住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

200平方メートル未満のもの 43,000円（登録住宅性能評価機関が、認定の申請に

係る建築物について、建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第35条第１項に規定する基準に

適合すると評価した書面（以下このイにおいて「評

価書面」という。）の添付がなされたものにあって

は、6,000円） 

200平方メートル以上のもの 47,000円(評価書面の添付がなされたものにあって

は、6,000円) 

ｂ 共同住宅又は長屋住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

300平方メートル未満のもの 76,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、11,000円） 

300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 

119,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、21,000円） 

2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 

195,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、44,000円） 

5,000平方メートル以上10,000平方メート

ル未満のもの 

276,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、78,000円） 

10,000平方メートル以上25,000平方メー 

トル未満のもの 

532,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、124,000円） 
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25,000平方メートル以上50,000平方メー 

トル未満のもの 

934,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、186,000円） 

50,000平方メートル以上のもの 1,707,000円（評価書面の添付がなされたものにあ

っては、282,000円） 

(イ) 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき 

ａ 一戸建て住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

200平方メートル未満のもの 22,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、6,000円） 

200平方メートル以上のもの 23,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、6,000円） 

ｂ 共同住宅又は長屋住宅 

床面積の合計 金額（１棟につき） 

300平方メートル未満のもの 36,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、11,000円） 

300平方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 

59,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、21,000円） 

2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 

102,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、44,000円） 

5,000平方メートル以上10,000平方メート

ル未満のもの 

152,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、78,000円） 

10,000平方メートル以上25,000平方メー 

トル未満のもの 

275,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、124,000円） 

25,000平方メートル以上50,000平方メー 

トル未満のもの 

462,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、186,000円） 

50,000平方メートル以上のもの 807,000円（評価書面の添付がなされたものにあって

は、282,000円） 

 別表第61項第６号イ(ア)中「する基準」の次に「、同号イ⑴及びロ⑶に規定する基準並びに同号イ⑶及びロ⑴に

規定する基準」を加え、同号イ(ア)ａの表中「この号」を「このイ」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

 ⑴ 別表第19項の改正規定 令和５年４月１日 

 ⑵ 別表第25項の改正規定 令和５年５月26日 

 ⑶ 第５条第４号の改正規定 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律

第37号）第49条の規定の施行の日 

 

 

大津市リサイクルセンター木戸設置条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第９号 

大津市リサイクルセンター木戸設置条例の一部を改正する条例 

大津市リサイクルセンター木戸設置条例（平成25年条例第20号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   大津市リサイクルセンター木戸の設置及び管理に関する条例 
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第４条第１項中「市長に」を「第８条の規定に基づきセンターの管理を行う者（以下同条及び第９条を除き、

「指定管理者」という。）に」に、「市長は」を「指定管理者は」に改め、同条第２項中「別表に掲げる」を

「毎時０分から始まる１時間を単位とする」に改め、ただし書を削り、同条第３項中「市長は」を「指定管理者

は」に改め、同項第３号中「市長がその使用を不適当であると認める」を「センターの管理上支障があると認め

られる」に改め、同条第４項中「市長」を「指定管理者」に改める。 

 第５条を次のように改める。 

 （会議室の利用料金） 

第５条 使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に支払

わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。 

２ 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

第６条の見出しを「（利用料金の減免）」に改め、同条中「市長は、」を「指定管理者は、市長が」に、「前

条第１項の使用料」を「利用料金」に改める。 

第７条の見出しを「（利用料金の不還付）」に改め、同条中「第５条第１項の使用料」を「利用料金」に改め、

「ただし」の次に「、指定管理者は」を加える。 

 第８条を第12条とし、第７条の次に次の４条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第８条 センターの管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者（次

条において「指定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者の指定の基準） 

第９条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ センターの利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。 

⑵ センターの設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。 

⑶ センターの管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第10条 指定管理者は、センターの開所時間及び休所日の定めに従い、センターを適正に利用に供さなければな

らない。 

２ 前項のセンターの開所時間及び休所日は、規則で定める。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第３条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

⑵ 会議室の使用の許可に関する業務 

⑶ センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

⑷ その他市長が定める業務 

 別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

室名 利用料金の上限額 

大会議室 １時間につき 880円 

小会議室 １時間につき 280円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第４項の規定は、令和５年４月１日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の大津市リサイクルセンター木戸の設置及び管理に関する条例（以下「新条例」とい

う。）の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な

手続その他の行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

 （経過措置） 

３ 施行日前にこの条例による改正前の大津市リサイクルセンター木戸設置条例（以下「旧条例」という。）の

規定により市長がした使用の許可は、新条例の規定により指定管理者がした使用の許可とみなす。この場合に
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おける利用料金については、新条例の規定にかかわらず、旧条例に定める使用料の例による。 

 （大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

４ 大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成25年条例第19号）の一部を次のように改正

する。 

  第11条第１項中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を

加える。 

  ⑸ 環境部が所管する指定施設 大津市環境部指定管理者選定委員会 

 

 

大津市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第10号 

大津市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

大津市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成26年条例第60号）の一部を次のように改正する。 

 第26条を次のように改める。 

第26条 削除 

 第50条及び第51条第３項中「第33条まで」の次に「（第26条を除く。）」を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第11号 

大津市認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 

大津市認定こども園の認定の要件を定める条例（平成31年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第10条中第８項を第10項とし、第７項を第９項とし、第６項を第８項とし、第５項の次に次の２項を加える。 

６ 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運

行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法

により、子どもの所在を確認しなければならない。 

７ 認定こども園は、通園を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備

えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に車内の子どもの

見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内

の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（子どもの降車の際におけ

る確認に限る。）を行わなければならない。 

「 

附則第６項の表中 
附則第３項 第５条第２項及び第５項本文の規定に

より置く教育・保育従事職員 

教諭免許状所持者又は小学校教

免許状所持者 

                                                   

      「 

  

 を 

」 

附則第３項 第５条第２項の規定により置く教育・

保育従事職員 

看護師等 

諭等 

附則第４項 第５条第２項及び第５項本文の規定に

より置く教育・保育従事職員 

教諭免許状所持者又は小学校教諭等免

許状所持者  

                                                    」 

に、「附則第４項」を「附則第５項」に改め、同項を附則第７項とし、附則中第３項から第５項までを１項ずつ

繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 
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３ 当分の間、第５条第２項の規定により置く教育・保育従事職員については、同項の規定にかかわらず、１人

に限って、当該認定こども園に勤務する保健師又は看護師若しくは准看護師（以下「看護師等」という。）を

もって、これに代えることができる。ただし、満１歳に満たない子どもの数が４人未満である認定こども園の

場合にあっては、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行う

に当たって当該認定こども園の保育士登録者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第10条第７項の規定の適用については、認定こども園において子どもの通園を目的とした自動車を

運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置

（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年

３月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、子どもの通園を目的

とした自動車を運行する認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わな

ければならない。 

 

 

大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こど

も園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第12号 

大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携 

型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条 

例 

第１条 大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認

定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第61号）の一部を次

のように改正する。 

第10条を次のように改める。 

第10条 削除 

第２条 大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認

定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

第10条を次のように改める。 

  （業務継続計画の策定等） 

第10条 幼保連携型認定こども園は、感染症や非常災害の発生時において、園児の教育及び保育（満３歳に満

たない園児については、その保育。以下同じ。）を継続的に実施するための、並びに非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うよう努めるものとする。 

第15条第１項中「（満３歳に満たない園児については、その保育。以下同じ。）」を削る。 

  第18条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職

員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。 

 第23条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、保育室等については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であっ

て、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。 

   附則第８条を次のように改める。 

第８条 当分の間、幼保連携型認定こども園に置く職員については、第17条第３項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる者をもって、これに代えることができる。ただし、当該各号に掲げる者が教育課程に基づく教

育に従事することができるのは、職員の補助者として従事する場合に限る。 
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  ⑴ 小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該幼保連携型認定こども園において主幹養護

教諭又は養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。） 

  ⑵ 当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師又は看護師若しくは准看護師（以下「看護師等」とい

う。） 

２ 前項の場合（同項第２号に掲げる者をもって同項の職員に代える場合に限る。）においては、その代える

ことができる職員にあっては１人に限り、当該幼保連携型認定こども園における満１歳に満たない園児の数

が４人未満であるときにあっては子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護

師等が保育を行うに当たって職員による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

附則第10条中「の数は」を「並びに看護師等の数は」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第13号 

大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例 

大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第62号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「次条第１項及び第２項」の次に「、第７条の３第２項」を加える。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家

庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的

保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事

業所等における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に

実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、

安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児

の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在

を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれ

らより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程

度に車内の利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、

当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める

所在の確認（利用乳幼児の降車の際における確認に限る。）を行わなければならない。 

第10条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、ただし書を削る。 

 第13条を次のように改める。 

第13条 削除 

第14条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ 改正後の第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的

とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼

児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な

事情があるときは、令和６年３月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合に

おいて、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に

代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 

 

 

大津市児童福祉施設条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第14号 

大津市児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

大津市児童福祉施設条例（昭和44年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「第19条第１項第１号」を「第19条第１号」に改める。 

第６条中「第19条第１項第２号」を「第19条第２号」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公

布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第15号 

大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例 

第１条 大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年条例第52

号）の一部を次のように改正する。 

  第13条を次のように改める。 

 第13条 削除 

第２条 大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように

改正する。 

  第７条の次に次の２条を加える。 

  （安全計画の策定等） 

第７条の２ 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この条及び次条において同じ。）は、児童の安全の確保を

図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児

童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設

における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必

要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

３ 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく

取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動

車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる

方法により、児童の所在を確認しなければならない。 

２ 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に

備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に車内の児童

の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザー

その他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（児童の降車
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の際における確認に限る。）を行わなければならない。 

  第10条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事す

る職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場

合は、この限りでない。 

  第13条を次のように改める。 

 （業務継続計画の策定等） 

第13条 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努

めるものとする。 

第14条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

  附則第２項中「４人以上の乳児を入所させる保育所に係る」を削り、「、看護師又は准看護師」を「又は看

護師若しくは准看護師（以下この項において「看護師等」という。）」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、乳児の数が４人未満である保育所の場合にあっては、子育てに関する知識及び経験を有する看護

師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、母子生活支援施設に係る第２条の規定による改正後の

大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）

第７条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」

と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」とする。 

３ 新条例第７条の３第２項の規定の適用については、保育所において児童の送迎を目的とした自動車を日常的

に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置

（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年

３月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的と

した自動車を日常的に運行する保育所は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなけ

ればならない。 

 

 

大津市児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第16号 

大津市児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例 

大津市児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例

第63号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

 （安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、

当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含め

た放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定

し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 
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２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定

期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、

安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うもの

とする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の

移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把

握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

 第12条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第12条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時にお

いて、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うよう努めるものとする。 

第13条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、改正後の第６条の２の規定の適用については、同条第

１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とある

のは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなけ

れば」とする。 

 

 

大津市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第17号 

大津市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条 

例の一部を改正する条例 

大津市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成31

年条例第31号）の一部を次のように改正する。 

 第７条に次の１項を加える。 

９ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等（大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第62号）第２条に規定する家庭的保育事業所等

（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）をいう。以下同じ。）に入所し、又は幼保連携型認定こども園に

入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障

がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させる

ことができる。 

 第８条に次の１項を加える。 

９ 第７項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に

入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障

がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させる

ことができる。 
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 第42条の次に次の２条を加える。 

 （安全計画の策定等） 

第42条の２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当

該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた

指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他

指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定

期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、

安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものと

する。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第42条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移

動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握

することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれ

らより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程

度に車内の障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該

自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確

認（障害児の降車の際における確認に限る。）を行わなければならない。 

 第48条を次のように改める。 

第48条 削除 

 第60条中「第13条」の次に「及び第48条」を加える。 

 第61条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に

入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に

支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事さ

せることができる。 

 第69条に次の１項を加える。 

４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入

園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に

支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事さ

せることができる。 

 第78条中「第49条まで」を「第47条まで、第49条」に改める。 

第98条及び第103条中「第40条の２」の次に「、第42条の２、第42条の３第１項」を加える。 

第104条中「第69条第１項」を「同条第９項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

第69条第１項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第48条、第60条及び第78条の改正規定は、公布の日

から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、改正後の大津市児童福祉法に基づく指定通所支援の事

業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第42条の２（新条例第60

条、第64条、第78条、第85条、第86条、第90条、第98条及び第103条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、新条例第42条の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、

同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなけれ

ば」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 

３ 新条例第42条の３第２項（新条例第60条、第64条、第78条、第85条、第86条及び第90条において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、指定障害児通所支援事業者等（指定居宅訪問型児童発達支援事業者

及び指定保育所等訪問支援事業者を除く。以下この項において同じ。）において障害児の送迎を目的とした自
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動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落とし

を防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があると

きは、令和６年３月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害

児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定障害児通所支援事業者等は、ブザー等の設置に代わる措

置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。 

 

 

大津市立障害者通所施設条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第18号 

大津市立障害者通所施設条例の一部を改正する条例 

大津市立障害者通所施設条例（平成24年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項及び第２項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第３項並びに第４項第１号及び

第２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

大津市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第19号 

大津市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

大津市コミュニティセンター条例（令和元年条例第45号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項第14号の表第２会議室の項中「130円」を「290円」に改め、同表第３会議室の項中「290円」を

「130円」に改め、同表第５会議室の項を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第20号 

大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大津市国民健康保険条例（昭和34年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「408,000円」を「488,000円」に改める。 

第13条の５の10中「200,000円」を「220,000円」に改める。 

第18条第１項第２号中「285,000円」を「290,000円」に改め、同項第３号中「520,000円」を「535,000円」

に改め、同条第４項中「200,000円」を「220,000円」に改める。 

 第23条の３第２項中「の提示」を「又は同令第19条第３項に規定する雇用保険受給資格通知の提示」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の

出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第13条の５の10及び第18条の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料について適用し、令和４年

度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

大津市医療費助成条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 
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大津市条例第21号 

大津市医療費助成条例の一部を改正する条例 

 大津市医療費助成条例（昭和48年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第５号中「12歳」を「15歳」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年10月１日から施行する。 

２ 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用

し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

 

 

大津市印鑑条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第22号 

大津市印鑑条例の一部を改正する条例 

大津市印鑑条例（昭和45年条例第29号）の一部を次のように改正する。 

第11条第３項に次のただし書を加える。 

ただし、受付用端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市が設置する端末機であって、証

明書等の交付を受けようとする者が個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公

共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第22条第７項の規定による個人番

号カード用利用者証明用電子証明書の記録がされたものに限る。）をいう。次項において同じ。）を利用して

必要な操作を行うことにより、証明書等の交付の申請を行うことができる機能を有するものをいう。）を利用

する方法により交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えることを要しない。 

第11条第４項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第

27号）第２条第７項に規定する」及び「（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律（平成14年法律第153号）第22条第７項の規定による利用者証明用電子証明書の記録がされたものに限

る。）」を削り、「当該個人番号カード」の次に「又はこれと同等の機能を有する機器等であって規則で定める

もの」を加える。 

   附 則 

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第37号）第49条の

規定の施行の日から施行する。 

 

 

大津市大津祭曳山展示館条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第23号 

大津市大津祭曳山展示館条例の一部を改正する条例 

大津市大津祭曳山展示館条例（平成27年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第12条を第13条とする。 

第11条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加え、同

条を第12条とする。 

⑵ 展示館の展示を入館者の観覧に供する業務 

第10条を第11条とし、第９条を第10条とする。 

第８条中「指定管理者」の次に「（次条において「指定管理者」という。）」を加え、同条を第９条とし、第

７条を第８条とする。 

第６条中「利用料金」を「観覧に係る利用料金及びホールの利用料金（次条において「利用料金」と総称す

る。）」に改め、同条を第７条とする。 

 第５条第１項中「以下「」の次に「ホールの」を加え、同条第２項中「利用料金」を「ホールの利用料金」に、

「別表」を「別表第２」に改め、同条第３項中「利用料金」を「ホールの利用料金」に改め、同条を第６条とす

る。 

第４条第１項中「第８条の規定に基づき展示館の管理を行う者（以下同条を除き、「指定管理者」という。）」
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を「指定管理者」に改め、同条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

（展示の観覧に係る利用料金） 

第４条 展示館の展示を観覧しようとする者は、その観覧に係る料金（以下「観覧に係る利用料金」という。）

を、第９条の規定に基づき展示館の管理を行う者（以下同条及び第10条を除き、「指定管理者」という。）に

支払わなければならない。 

２ 観覧に係る利用料金の額は、別表第１に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるもの

とする。 

３ 観覧に係る利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 附則中「第９条」を「第10条」に改める。 

 別表中「第５条関係」を「第６条関係」に、「利用料金」を「ホールの利用料金」に改め、同表を別表第２と

し、附則の次に次の１表を加える。 

別表第１（第４条関係） 

区 分 
観覧に係る利用料金の上限額（１人１回につき） 

個人利用 団体利用（15人以上） 

小学生 70円 50円 

高齢者 100円 80円 

大人 150円 120円 

備考 

  １ この表中「小学生」とは、小学校（義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び各種学校で小

学校に準ずるものを含む。以下同じ。）に在学する児童をいう。 

２ この表中「高齢者」とは、65歳以上の者であって市内に住所を有するものをいう。 

３ この表中「大人」とは、中学生（中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支

援学校の中学部及び各種学校で中学校に準ずるものを含む。以下同じ。）に在学する生徒をいう。）以上

の者であって高齢者以外のものをいう。 

４ 小学校に就学するまでの者は、無料とする。 

５ 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の規定にかかわらず、無料とする。 

⑴ 市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に規定する身体障害者

手帳の交付を受けているもの 

⑵ 市内に住所を有する者で、滋賀県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けているもの 

⑶ 市内に住所を有する者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45

条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの 

⑷ 市内に住所を有する者で、介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項に規定する要介護認定

又は同条第２項に規定する要支援認定を受けているもの 

⑸ 前各号に規定する者を介護する者（前各号に規定する者１人につき１人に限る。） 

⑹ 市内に所在する小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が、教育課程の一環として教職員に引率さ

れて観覧する場合における当該児童及び生徒並びにその引率者 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の大津市大津祭曳山展示館条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者

が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

 

 

大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第24号 

大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例の一部を改正する条例 

大津市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例（平成29年条例第53号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第５号を次のように改める。 

⑸ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第55号。以下「令和４年宅地造成等規制法改正法」
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という。）附則第２条第１項に規定する旧宅地造成工事規制区域 

第22条第１項第１号イ中「宅地造成等規制法」を「令和４年宅地造成等規制法改正法附則第２条第１項の規定

によりなお従前の例によることとされる令和４年宅地造成等規制法改正法による改正前の宅地造成等規制法（昭

和36年法律第191号）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年５月26日から施行する。 

 

 

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第25号 

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和63年条例第25号)の一部を次のように改正する。 

 別表第１大石団地の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市生涯学習センター条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第26号 

大津市生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

大津市生涯学習センター条例（平成４年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「常設展示」を「展示」に改める。 

第10条中「及び常設展示」を「の投影及び展示」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の企画によるプラネタリウムの投影又は展示を行う場合において、これらを

観覧しようとする者は、その都度市長が定める観覧料を納付しなければならない。 

３ 市長は、プラネタリウムの投影及び展示の観覧について、前売券を発行することができる。 

 別表第２第１項中「プラネタリウム観覧料」を「プラネタリウムの投影の観覧料」に改め、同表第２項中「常

設展示観覧料」を「展示の観覧料」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


